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　大震災が発生して３ヵ月が経ちました。今も余震は続き、原発事故の収束は
みえていません。あらためて今度の東日本大震災により被災された皆様方に衷
心よりお見舞いを申し上げます。

　これまで、市民生活の再建と地域社会の復興に全力で取り組んできました
が、仙台市議会は８月下旬に改選することになりました。
　泉区内は宅地被害が深刻です。被災宅地に対する各種支援制度は、国の予算
に拠るところが大きいため、現場から市、市から国へと調整に時間を要してい
ることに歯痒さを痛感しながら鋭意努めています。

　今度の大震災は、癒えることのない強烈な爪痕を私たちに残しました。自然
観、人生観をも大きく変えてしまった３.11東日本大震災。私たちは生かされ
た者として、共に支え合い、力を合わせて前へ進んで参りましょう。
　最も身近な各支援情報も掲載しました。ご参考になれば幸いです。

仙台市議会議員  安孫子雅浩 拝

あすと長町に応急仮設住宅を整備。 岡田地区の公民館の汚泥除去に関東
から数多くのサポーターたち

仙台市 PTA 協議会による被災学校
支援物資は大きな善意の輪に

民主党岡田幹事長に奥山市長、野田議長と地滑り対策の陳情 海岸地区 3 ヵ所に設置したがれき処理場
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６月定例市議会が28日まで開会中です。
災害復旧関係に351億円の補正額。その主な内容は、がれき処理に253億円。道路／橋りょう
／公園等補修に156億円。イズミティ21／青年文化センターなど市民利用施設の復旧に25億
円。危険宅地の調査に3億円。福祉施設の復旧に14億円。緊急雇用に10億円、南蒲生浄化セン
ター／仙台市ガス港工場の復旧にむけた審議も始まります。
※放射能測定は学校や保育所・幼稚園など主に子どもが利用する施設を中心に市内数百ヶ所で
測定監視中です。

立ち上がろう仙台 !　前へ  共に力を合わせて
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昭和 37 年 4 月 28 日生寅年 A 型
平成 11 年初当選　現在三期目
民主クラブ仙台  政策調査会長
仙台三高（16 回生 / 第 18 代応援団長）
法政大学法学部卒
健康福祉委員会委員長他歴任

スポーツ市議の会事務局長
仙台市介護保険審議会委員
仙台市農業委員
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仙台藩志会会員
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被災者支援情報 被災者相談窓口は市役所本庁舎８階ホールです。

※永和台事務所は震災後から休止していましたが再開いたしましたのでどうぞお立ち寄りください。

り災証明書は発行に時間がかかっています
（各種支援制度を受けるには、先ず、り災証明書が必要です）
□問合わせ先
　泉区役所固定資産税課　372 － 3111（代表）
＊届出数が大変多く（泉区内でも 2 万件近く）証明書
　の発行には時間がかかっています

災害援護資金が借りられます
150 万円から 350 万円までの資金を低金利で据置き期
間６年償還期間 13 年で借りられます。＊所得要件あり
□問合わせ先　健康福祉局社会課　214 － 8158（直通）

被災者生活再建支援制度があります
住宅の建設／購入に200万円、補修に100万円
その他全壊家屋に100万円、大規模半壊に50万円を支給
□問合わせ先　健康福祉局社会課　214 － 8158（直通）

災害義援金が支給されます
全壊世帯 45 万円・大規模半壊世帯 25 万円
半壊世帯 20 万円
□問合わせ先　健康福祉局社会課　214 － 8158（直通）

住宅の応急修理が現物支給されます
半壊以上の家屋修理に上限 52 万円まで現物支給（市が
業者に支払い）＊所得要件あり
□問合わせ先　コールセンター 　0120 － 055 － 150

住宅の解体・撤去をおこないます
全壊または大規模半壊した家屋や事業所の解体・撤去を
仙台市がおこないます。
□問合わせ先　専用ダイヤル　263 － 8590
※すでに解体・撤去した物件の清算払いもできるように
なりますので少々お待ちください。

※被災の状況によって各種料金の減免があります。泉区役所372－3111（代表）から各係へお問合わせください

国民健康保険料　保険年金課　国民健康保険係　　後期高齢者医療保険料　保険年金課　医療助成係

保育料　　　　　泉福祉事務所　家庭健康課　　　介護保険料　　　　　　障害高齢課　介護保険係

●敬老乗車証は来年の９月まで変更なく現行どおりです。また、国民健康保険と介護保険料の納期は８月からになります。

［震災対策特別委員会で会派を代表して質疑］
●り災証明書の発行を早く ●応急仮設住宅の入居 ●市民利用施設の復旧遅い
●復興事業の公共事業は地元企業に ●家屋の解体撤去費用の清算払いを
●市長の政治家としてのリーダーシップが問われている
●災害対策費捻出のための 300 事業 177 億円の予算削減の中身
●海岸公園地区で 100 万ｔのがれきを処理（期間 3 年 1000 億円）
●荒浜航空基地（消防ヘリ）の再建 ●仮設住宅への福祉ケアサービスの組み込み
●指定避難所の開設担当職員とは ●防災資機材の再備蓄を急いで
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